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河川整備計画策定に係る手続きについて
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 「大野川水系河川整備計画」の策定にあたり、河川法に定める法的手続きに則り、「大野川水系河川整備計画【変更原案】」に対す
る関係住民の意見聴取を行います。

大野川水系河川整備計画【変更原案】作成・公表

大野川水系河川整備計画【変更案】作成・公表

大野川水系河川整備計画 変更・公表

河川法第１６条の２第６項
河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない

河川法第１６条の２第５項
河川管理者は、河川整備計画を定めようとするとき

は、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都
道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければな
らない。

河川法第１６条の２第３項
河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとす

る場合において必要があると認めるときは、河川に関
し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

河川法第１６条の２第３項
河川管理者は、前項に規定する場合※において必要

があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意
見を反映させるために必要な措置を講じなければなら
ない。※河川整備計画の案を作成しようとする場合

河川整備計画【変更原案】に対する学識経験者の意見聴取
①大分川・大野川学識者懇談会の開催河川整備計画【変更原案】に対する関係住民の意見聴取

関係地方公共団体の長の意見聴取関係機関への協議（農林水産省、環境省等）
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今後のスケジュールについて
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今
後
の
予
定

大野川水系河川整備基本方針 変更（令和5年12月）

学識者懇談会の開催（令和7年9月） ･･･ 今回

大野川水系河川整備計画【変更原案】の公表

多方面からの意見を収集

住民説明会の開催

アンケート

意見聴取箱

インターネット

学識者懇談会の開催

大野川水系河川整備計画【変更案】の公表

大野川水系河川整備計画【変更】の策定・公表

・県知事意見聴取（大分県）
・他省庁協議



地域住民からの意見聴取方法について
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 公表する｢大野川水系河川整備計画【変更原案】｣について、関係住⺠に対して以下に示すような方法で閲覧に供します。

河川整備計画【変更原案】の主要箇所への設置

河川整備計画【変更原案】概要版の作成と主要箇所への設置・配布

ホームページへの掲示

住民説明会の開催（説明と意見交換）

 ｢大野川水系河川整備計画【変更原案】｣に関する関係住民の意見について、以下の方法で聴取を予定しています。

河川整備計画【変更原案】を公共機関の窓口等に設置し、閲覧に供します。
※大分河川国道事務所、大野川出張所、大分市役所（鶴崎支所・大南支所）など

河川整備計画【変更原案】をわかりやすく紹介した概要版を作成し、公的機関の窓口を含む住民の方々が訪れる主要箇所な
どに設置し、配付を行います。。
※大分河川国道事務所、大野川出張所、大分市役所（鶴崎支所・大南支所）など

大分河川国道事務所のホームページに河川整備計画に関するページを開設し、河川整備計画【変更原案】及びその概要版を
掲示します。

整備計画【変更原案】概要版へのアンケート用紙の添付

ホームページでのアンケートページの開設

流域内の大分市で整備計画【変更原案】に関する住民説明会を実施します。

整備計画【変更原案】概要版にアンケート用紙を添付し、アンケート方式による意見箱での意見聴取を行います。

大分河川国道事務所のホームページに整備計画【変更原案】に関するアンケートページを開設し、アンケート方式による意見
聴取を行います。



・大分市役所 河川・みなと振興課

・大分市役所 鶴崎支所 ・大分市役所 大南支所

・大分市役所 大在支所 ・大分市役所 明野支所

・大分県庁 土木建築部河川課

・大分県 大分土木事務所

・国土交通省大分河川国道事務所

・国土交通省大野川出張所

※設置場所については現在調整中

地域住民からの意見聴取方法について
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 大野川水系河川整備計画【変更原案】の公表後に広く地域住民の意見を聴取するため、下記（①～④）により意見聴取を行う。

① 住民説明会の開催

大野川大臣管理区間内の大分市において住民説明会を開催

・鶴崎支所

・大南公民館

② 意見箱の設置による意見聴取【流域内の関係機関の庁舎等に設置】

意見箱設置イメージ

開催イメージ

※実施場所については現在調整中



地域住民からの意見聴取方法について
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 大野川水系河川整備計画【変更原案】の公表後に広く地域住民の意見を聴取するため、下記（①～④）により意見聴取を行う。

③ ホームページからの意見聴取（案） 【大分河川国道事務所ＨＰ】

国土交通省 大分河川国道事務所 河川情報 https://www.qsr.mlit.go.jp/oita/river_info/ 大野川水系河川整備計画【変更原案】 検索

大分河川国道事務所ホームページから大野川水系河川
整備計画【変更原案】の閲覧、原案に対する意見入力
のページを設置
（大野川水系河川整備基本方針(R5.12)、大野川水系
河川整備計画(H26.12)についても併せて掲載予定）

川の情報を
クリック



地域住民からの意見聴取方法について
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 大野川水系河川整備計画【変更原案】の公表後に広く地域住民の意見を聴取するため、下記（①～④）により意見聴取を行う。

④ 【その他】大野川水系河川整備計画（変更原案）概要版パンフレット（案）とご意見・アンケート用紙（案）

パンフレットのイメージ ご意見記入用紙
のイメージ

QRコード読み取りによる
入力フォームからの

記入も予定

※ 参考イメージのため変更となる場合があります。


